
長野市議会は、市民の皆さんが選んだ代表者が集まって、豊かで、より暮らしやすい
長野市にするために、市政にとって大切なことを話し合い、決めていきます

議会の主な仕事

議会の最も重要なもので、条
例の制定・改廃や予算を定め
ること、決算を認定すること、
高額な契約を締結することな
ど、市の運営の重要な事項を
審査し、議決します。

議決

議長・副議長、選挙管理委員
などを選挙します。
また、市長が副市長、教育長
などを選任または任命するた
めには、議会の同意が必要と
なります。

選挙と同意

市の仕事が議会で決めたとお
り行われているか、事務の内
容を検査・調査します。

検査と調査

議会の意思を意見書にまとめ、
国会または関係行政機関に
提出します。

意見書の提出

議員及び議会の委員会は、議
決すべきもの（予算を除く）に
ついて、議案を提出すること
ができます。

議案の提出

提出された請願について、審
議します。採択された請願は、
必要に応じて、市長に送り、結
果の報告を求めたり、国など
に意見書を提出します。

請願の審査

長野市議会のご案内
20241101



議員は選挙によって選出され、市民の代表者として、誠実に職務を行います。
議員の定数は、条例により36人と定められています。
任期は、地方自治法により４年と定められています。（現在の議員の任期は、令和９年９月30日まで）
議員の中から、議長・副議長を選挙で選びます。議長は、議会を代表し、議会が円滑に進むように運
営します。副議長は、議長に事故あるときなどに、議長に代わってその職務を行います。

議 員

本会議は、議員全員が参加して開かれ、議会に提出された議案などに対し、議会としての最終的な
意思決定をします。
また、会派の代表による代表質問や議員個人による個人質問によって、市政をチェックしています。

本会議

市政は、いろいろな分野にわたっています。議員は、より専門的かつ能率的に調査及び審査するた
めに総務・福祉環境・経済文教・建設企業の４つの常任委員会に分かれて活動します。

議会を円滑に運営するために会期の日程、議会の運営方法などを協議します。

特定の課題について調査及び審査を行う必要がある場合に設置されます。
現在は、以下の３つの特別委員会が設置されています。
中山間地域活性化調査研究特別委員会・公共交通対策調査研究特別委員会・水道事業広域化調査研究特別別委員会

委員会

会 派

会派名 所属議員数

長野市議会新友会 17人

日本共産党長野市会議員団 5人

公明党長野市議員団 5人

改革ながの市民ネット 3人

次世代長野 2人

（無所属） 4人

会派は、同様の考えを持つ議員が
集まって作られたグループです。
どの会派にも属さない場合は、
「無所属」といいます。
長野市議会の会派の構成は表の
とおりです。

市長

市民の声を聴き
市政につなげる

議案の提出

議案の議決

選挙 選挙

市民

議会のしくみ

二元代表制

市民のために
仕事をする

市民の代表である市長と議員を
それぞれ選挙で選ぶ

本会議

議会

委員会

常任委員会

議会運営委員会

特別委員会



議会運営委員会

招集日（開会）

議案質疑

委員会

委員会付託

議 会 招 集

質疑・討論

採 決

委員長報告

一般質問
本
会
議

本
会
議

市長が議会を招集します。招集は開会の７日前までに
告示しなければなりません。

定例会の会期日程や議会の運営について協議します。

市政全般について、議員が市長に質問をします。

議員が市長が提出した議案に対して質疑をします。

議案などを専門的にかつ能率的に審議するために
４つの常任委員会等に分けて審査を任せます。

付託された議案などについて議論し、審査します。
また提出された請願についても審査します。

委員長が委員会の審査結果を報告します。

委員長報告に対して質疑が行われたのち、
賛成・反対の討論を行います。

議案などに対する賛成・反対を決定し、議会
としての意思決定をします。

定例会の基本的な流れ

会期の決定、市長が提出する議案の提案説明などが
行われます。

定
例
会
会
期

採
決
日
（最
終
日
）

定例会と臨時会

定例会は、年４回（３月、６月、９月、12月）定期的に招集される会議です。

臨時会は、必要のある時、特定の事案に限りこれを審議するために招集される会議です。

定例会

臨時会



・ 定例会において審議された議案の内容や議決結果、市政に関する質問と答弁の要旨などを掲載し
ており、 年４回定例会終了後に発行しています。

・ ながの市議会だよりは、全戸に配布しているほか、市議会ホームページでもご覧いただけます。

議会に請願・陳情をご提出いただけます

・ 市民の皆さんのさまざまな意見・要望は、「請願」または「陳情」として、市議会に提出
することができます。

・ 請願の提出には、紹介議員が必要となります。議会で審議された結果、採択された請
願は、市政に反映されるよう市長に送付したり、国などに意見書を提出します。

長野市議会事務局

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地

TEL：026（224）5057
FAX：026（224）5105
E-mail：gikai@city.nagano.lg.jp

お問い合わせ

議会をご覧いただけます（傍聴）

・ 市議会の本会議及び委員会は公開されています。
・ 傍聴を希望される方は、受付（本会議は第一庁舎8階、委員会は第一庁舎7階）にお
越しください。

・ 乳幼児をお連れの方や車いすを使用している方も傍聴いただけます。
・ 耳の不自由な方で、本会議の傍聴当日に手話や要約筆記による通訳を希望される
方は、事前にご連絡ください。

・ 市議会ホームページでは、本会議の映像をライブ中継及び録画にて配信しています。

・ 市議会のしくみ、議員の紹介、会議の情報、本会議の中継など、市議会の情報を
お知らせしております。ぜひご覧ください。
https://www.city.nagano.nagano.jp/shigikai/index.html

ながの市議会だより

長野市議会ホームページ

本会議場議席図

長野市議会 🔎

　

こども未来
部長

スポーツ
部長

農林部長
総務議事
調査課長

都市整備
部長

建設部長 環境部長
上下水道

局長

秘書課長
企画政策部

参事
保健福祉

部長
保健所長総務課長 会計局長 消防局長

危機管理
防災監

1 2 3 4 5 6

議　長
地域・市民
生活部長

7 8

演　壇

質問席

和田凌弥 本木 晋阿出川希 山﨑昭夫 山﨑裕子 小泉一真 倉野立人 内藤武道

次世代長野① 新友会①共産党➀ 無所属① 無所属① 無所属④ 無所属⑥ 次世代長野①

21 22

滝沢真一 佐藤高志 原ようこ 東方みゆき 浅川 徹 藤澤紀子 清水美加子

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 14

金沢敦志

共産党③ 共産党➀ 改革ネット① 改革ネット② 公明党① 公明党① 公明党① 新友会② 新友会②

西脇かおる 箱山正一 加藤英夫 青木敏明 桜井 篤 和田一成

新友会② 新友会② 新友会② 新友会② 新友会③

23 24 25 26 27 34 35 36

野々村博美 黒沢清一 鈴木洋一 堀内伸悟 松井英雄 手塚秀樹 北沢哲也

28 29 30 31 32 33

寺沢さゆり

共産党⑩ 共産党③ 改革ネット③ 公明党② 公明党④ 新友会④ 新友会④ 新友会④ 新友会④

市川和彦 若林 祥 松田光平 西沢利一 小泉栄正 宮崎治夫

新友会⑤ 新友会⑤ 新友会⑤ 新友会⑤ 新友会⑤

※農業委員会会長及び選挙管理委員会委員長は必要（答弁）があるときに出席します。　※会派名横の①～⑩は当選回数です。

経済産業
振興部長

観光文化
部長

農業委員会
会長

選挙管理
委員会
委員長

監査委員
上下水道

事業管理者 教育長 市　長 副市長 副市長

教育次長 教育次長 議会事務局長 総務部長
企画政策

部長
財政部長


